
   

令和元年８月７日 

 

 

イオンペット株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について 
 

消費者庁は、本日、イオンペット株式会社（以下「イオンペット」といいます。）

に対し、同社が供給するペットのトリミングサービス及びホテルサービスに係る

表示について、景品表示法第８条第１項の規定に基づき、課徴金納付命令（別添

参照）を行いました。 

 

１ 違反行為者の概要 

  名  称 イオンペット株式会社（法人番号 3040001006808） 

  所 在 地 千葉県市川市南八幡四丁目１７番８号 

  代 表 者 代表取締役 嚨 晴芳 

  設立年月 平成１０年７月 

  資 本 金 ３億円（令和元年８月現在） 

 

２ 課徴金納付命令の概要 

(1) 課徴金対象行為（違反行為）に係る役務 

  ア 別表１及び別表２「店舗名」欄記載の店舗において供給する「トリミン

グサービス」と称する役務（以下「トリミングサービス」という。） 

  イ 別表３ないし別表５「店舗名」欄記載の店舗において供給する「ホテル

サービス」と称する役務（以下「ホテルサービス」という。） 

 

(2) 課徴金対象行為 

  ア 表示媒体 

   (ｱ) トリミングサービス 

    ａ 別表１「店舗名」欄記載の店舗に係る同表「表示媒体」欄記載のポ

スター、チラシ又は自社ウェブサイト 

    ｂ 別表２「店舗名」欄記載の店舗で掲示又は提示していた「ＰＯＰ」

と称する店頭表示物 

   (ｲ) ホテルサービス 

    ａ 別表３「店舗名」欄記載の店舗で掲示していたポスター及び同店舗

で配布していたチラシ並びに同店舗に係る自社ウェブサイト 

    ｂ 別表４「店舗名」欄記載の店舗で掲示していたポスター 

    ｃ 別表５「店舗名」欄記載の店舗で掲示していたポスター 
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    ｄ 自社ウェブサイト 

  イ 課徴金対象行為をした期間 

   (ｱ) トリミングサービス 

      別表６「課徴金対象行為をした期間」欄記載の期間 

   (ｲ) ホテルサービス 

      別表７「課徴金対象行為をした期間」欄記載の期間 

  ウ 表示内容 

   (ｱ) トリミングサービス（別紙１及び別紙２） 

    ａ 「当店では全てのトリミングコースに炭酸泉シャワーを使用して

おります。」と記載することにより 

    ｂ 「当店のシャワーは炭酸泉を使用しています。」と記載することに

より 

    あたかも、トリミングサービスで使用しているシャワーには、炭酸泉を

使用しているかのように示す表示をしていた。 

   (ｲ) ホテルサービス（別紙１、別紙３ないし別紙６） 

    ａ 「お散歩朝夕２回」と記載することにより 

    ｂ 「お散歩１日２回」及び「夕方のお散歩」と記載するとともに、犬

を外で散歩させる写真を掲載することにより 

    ｃ 「お散歩朝夕２回」と記載することにより 

    ｄ 「夕方のお散歩」と記載するとともに、犬を外で散歩させる写真を

掲載することにより 

    あたかも、ホテルサービスで提供する散歩は、屋外で実施されているか

のように示す表示をしていた。 

  エ 実際 

   (ｱ) トリミングサービス 

     トリミングサービスで使用しているシャワーについて、別表１及び 

別表２「炭酸泉使用状況」欄記載のとおり、全く又は一定の割合で、炭

酸泉を使用していなかった。 

   (ｲ) ホテルサービス 

     ホテルサービスで提供する散歩は、別表３ないし別表５「屋外での散

歩実施状況」欄記載のとおり、全く又は一定の割合で、屋外で実施され

ていなかった。 

 

 (3) 課徴金対象期間 

  ア トリミングサービス 

     別表６「課徴金対象期間」欄記載の期間 

  イ ホテルサービス 
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    別表７「課徴金対象期間」欄記載の期間 

 

(4) 景品表示法第８条第１項ただし書に該当しない理由 

   イオンペットは、トリミングサービス及びホテルサービスの各役務につ

いて、それぞれ、不当表示の防止等を図るための管理監督を十分に行うこと

なく、また、前記(2)ウの表示の裏付けとなる根拠を十分に確認することな

く、前記(2)の課徴金対象行為をしていた。 

 

(5) 自主的報告による２分の１減額 

   イオンペットは、前記(2)の課徴金対象行為に該当する事実を消費者庁長

官に報告したところ、当該報告は景品表示法第９条ただし書の規定に該当

しないため、課徴金の額を２分の１減額する。 

 

(6) 命令の概要（課徴金の額） 

   イオンペットは、令和２年３月９日までに、後記ア及びイの額を合計し

た３２８０万円を支払わなければならない。 

  ア トリミングサービス 

    ２６４７万円 

  イ ホテルサービス 

    ６３３万円 

 

【本件に対する問合せ先】 

消費者庁表示対策課 

電  話：０３（３５０７）９２３３ 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：https://www.caa.go.jp/ 

 

3



別表１ 

番号 店舗名 表示期間 炭酸泉使用状況 表示媒体 

１ 盛岡南店 平成３０年５月１日から 

同年１０月１７日までの間 

未使用 自社ウェブサイト 

２ つがる柏店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未使用 自社ウェブサイト 

３ 名取店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未使用 自社ウェブサイト 

４ 天童店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未使用 自社ウェブサイト 

５ 水戸内原店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未使用 自社ウェブサイト 

６ つくば店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未使用 自社ウェブサイト 

７ 羽生店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

２１～５０パーセ

ント未使用 

ポスター、チラシ、自

社ウェブサイト 

８ 熊谷店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未使用 自社ウェブサイト 

９ 東松山店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

８１～９９パーセ

ント未使用 

ポスター、チラシ、自

社ウェブサイト 

１０ 浦和美園店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～２０パーセン

ト未使用 

自社ウェブサイト 

１１ 与野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～２０パーセン

ト未使用 

ポスター、チラシ、自

社ウェブサイト 

１２ 北戸田店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

２１～５０パーセ

ント未使用 

ポスター、チラシ、自

社ウェブサイト 

１３ 岩槻店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～２０パーセン

ト未使用 

チラシ、自社ウェブサ

イト 

１４ アクアシティお

台場店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～２０パーセン

ト未使用 

ポスター、チラシ 

１５ 市川コルトンプ

ラザ店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

８１～９９パーセ

ント未使用 

ポスター、チラシ 

１６ 船橋店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

未使用 ポスター、チラシ 

１７ 稲毛店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

未使用 自社ウェブサイト 
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番号 店舗名 表示期間 炭酸泉使用状況 表示媒体 

１８ ウェルネスセン

ター東雲店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未使用 自社ウェブサイト 

１９ 南砂店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

２１～５０パーセ

ント未使用 

ポスター、チラシ、自

社ウェブサイト 

２０ 南砂町ＳＵＮＡ

ＭＯ店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

未使用 自社ウェブサイト 

２１ 板橋小豆沢店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

５１～８０パーセ

ント未使用 

ポスター、チラシ、自

社ウェブサイト 

２２ 亀戸店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～２０パーセン

ト未使用 

ポスター、チラシ、自

社ウェブサイト 

２３ 西新井店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未使用 自社ウェブサイト 

２４ 青梅店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～２０パーセン

ト未使用 

ポスター、チラシ 

２５ 座間店 平成３０年３月６日から 

同年１０月１７日までの間 

１～２０パーセン

ト未使用 

ポスター、チラシ 

２６ テラスモール湘

南店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～２０パーセン

ト未使用 

自社ウェブサイト 

２７ ららぽーと湘南

平塚店 

平成２８年９月２５日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

２１～５０パーセ

ント未使用 

自社ウェブサイト 

２８ 富士南店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未使用 自社ウェブサイト 

２９ 浜松市野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

２１～５０パーセ

ント未使用 

ポスター、チラシ 

３０ 名古屋西店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未使用 ポスター、チラシ、自

社ウェブサイト 

３１ 大高店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～２０パーセン

ト未使用 

ポスター、チラシ、自

社ウェブサイト 

３２ 常滑店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～２０パーセン

ト未使用 

ポスター、チラシ、自

社ウェブサイト 

３３ 木曽川店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未使用 自社ウェブサイト 

３４ 四日市北店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未使用 自社ウェブサイト 
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番号 店舗名 表示期間 炭酸泉使用状況 表示媒体 

３５ 鈴鹿店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

８１～９９パーセ

ント未使用 

ポスター、チラシ、自

社ウェブサイト 

３６ 東員店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

５１～８０パーセ

ント未使用 

ポスター、チラシ、自

社ウェブサイト 

３７ イオンモールＫ

ＹＯＴＯ店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

２１～５０パーセ

ント未使用 

ポスター、チラシ、自

社ウェブサイト 

３８ 京都桂川店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～２０パーセン

ト未使用 

自社ウェブサイト 

３９ 奈良登美ヶ丘店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

８１～９９パーセ

ント未使用 

ポスター、チラシ、自

社ウェブサイト 

４０ 大和郡山店 平成２８年９月６日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

１～２０パーセン

ト未使用 

ポスター、チラシ、自

社ウェブサイト 

４１ りんくう泉南店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

８１～９９パーセ

ント未使用 

自社ウェブサイト 

４２ 四條畷店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～２０パーセン

ト未使用 

ポスター、チラシ、自

社ウェブサイト 

４３ ＳＶＨ東大阪店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未使用 自社ウェブサイト 

４４ 堺鉄砲町店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～２０パーセン

ト未使用 

ポスター、チラシ、自

社ウェブサイト 

４５ 伊丹昆陽店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

未使用 自社ウェブサイト 

４６ 明石店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

１～２０パーセン

ト未使用 

ポスター、チラシ、自

社ウェブサイト 

４７ 姫路大津店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～２０パーセン

ト未使用 

ポスター、チラシ、自

社ウェブサイト 

４８ 八幡東店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

１～２０パーセン

ト未使用 

自社ウェブサイト 
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別表２ 

番号 店舗名 表示期間 炭酸泉使用状況 

１ ウェルネスセン

ター東雲店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未使用 

２ 浜松市野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

２１～５０パーセント未使用 

３ 八事店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

８１～９９パーセント未使用 

４ 岡崎店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

２１～５０パーセント未使用 

５ 東員店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

５１～８０パーセント未使用 

６ 京都桂川店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～２０パーセント未使用 

７ 四條畷店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～２０パーセント未使用 

８ 鹿児島店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

８１～９９パーセント未使用 
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別表３ 

番号 店舗名 表示期間 屋外での散歩実施状況 

１ 青森浜田店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未実施 

２ 名取店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

３ 天童店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

４ 新潟南店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

５ 高崎店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

６ 太田店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

７ 水戸内原店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

８ 上里店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

９ ららぽーと富士

見店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

１０ 浦和美園店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

１１ 与野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

１２ 川口前川店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

１３ 大宮北店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

１４ ララガーデン春

日部店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

１５ 新三郷店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

１６ 柏店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

１７ アクアシティお

台場店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 
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番号 店舗名 表示期間 屋外での散歩実施状況 

１８ 津田沼店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

１９ 稲毛店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

１～１９パーセント未実施 

２０ ピアシティ稲毛

海岸店 

平成２９年７月１８日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

２１ 八千代緑が丘店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

２２ おゆみ野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

２３ ウェルネスセン

ター東雲店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

２４ 南砂店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

１～１９パーセント未実施 

２５ 南砂町ＳＵＮＡ

ＭＯ店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

２６ 板橋小豆沢店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

１～１９パーセント未実施 

２７ 西新井店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

２８ 板橋店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

未実施 

２９ 東久留米店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

３０ 日の出店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

３１ イオンモール多

摩平の森店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

３２ 立川店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

３３ 昭島店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

３４ 青梅店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 
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番号 店舗名 表示期間 屋外での散歩実施状況 

３５ 大和鶴間店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

３６ 座間店 平成３０年３月６日から 

同年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

３７ 本厚木店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

２０～４９パーセント未実施 

３８ 秦野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未実施 

３９ 佐久平店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

４０ 甲府昭和店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

４１ 富士南店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

４２ 富士宮店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未実施 

４３ 浜松志都呂店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

４４ かほく店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

４５ もりの里店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

４６ となみ店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

４７ 金沢ベイ店 平成２９年４月１８日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

４８ 新小松店 平成２９年３月１２日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未実施 

４９ 福井店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

５０ 守山店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

５１ 三好店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未実施 

10



番号 店舗名 表示期間 屋外での散歩実施状況 

５２ 長久手店 平成２８年１１月２６日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

５３ 八事店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未実施 

５４ 千種店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

５５ 豊田店 平成２９年８月２１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未実施 

５６ ｍｏｚｏワンダ

ーシティ店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未実施 

５７ 名古屋西店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

５８ 大高店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

５９ 東浦店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

６０ 名古屋南店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

６１ 常滑店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

６２ 岡崎店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未実施 

６３ 各務原店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

６４ 大垣店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

６５ 春日井店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

６６ 木曽川店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未実施 

６７ 小牧店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

６８ 四日市北店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

５０～７９パーセント未実施 
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番号 店舗名 表示期間 屋外での散歩実施状況 

６９ 桑名店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

７０ 鈴鹿店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未実施 

７１ 東員店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

７２ 熱田店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未実施 

７３ ナゴヤドーム前

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

７４ 大津京店 平成２９年４月３日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未実施 

７５ イオンモールＫ

ＹＯＴＯ店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

７６ 北大路ビブレ店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未実施 

７７ 京都桂川店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未実施 

７８ 久御山店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

７９ 橿原店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

８０ 奈良登美ヶ丘店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

８１ 大和郡山店 平成２８年９月６日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

１～１９パーセント未実施 

８２ 和歌山店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

８３ 日根野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

８４ 鶴見店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未実施 

８５ 大阪ドームシテ

ィ店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

５０～７９パーセント未実施 
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番号 店舗名 表示期間 屋外での散歩実施状況 

８６ 四條畷店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未実施 

８７ ＳＶＨ寝屋川店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

８８ ＳＶＨ東大阪店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

８９ 堺鉄砲町店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未実施 

９０ 大日店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

未実施 

９１ 茨木店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

９２ 明石店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

１～１９パーセント未実施 

９３ 姫路大津店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

９４ 倉敷店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未実施 

９５ 徳島店 平成２９年４月１４日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未実施 

９６ 広島宇品店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

９７ 広島祇園店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未実施 

９８ 広島府中店 平成２８年７月５日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未実施 

９９ 小倉南店 平成２８年９月５日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

１００ かすや店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

１０１ 香椎浜店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

１０２ 福津店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

５０～７９パーセント未実施 
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番号 店舗名 表示期間 屋外での散歩実施状況 

１０３ 福岡伊都店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未実施 

１０４ 筑紫野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未実施 

１０５ 宮崎店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

未実施 

１０６ 鹿児島店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

１～１９パーセント未実施 

１０７ 姶良店 平成２９年４月１０日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

未実施 
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別表４ 

番号 店舗名 表示期間 屋外での散歩実施状況 

１ 天童店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

２ 太田店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

３ 水戸内原店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

４ 上里店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

５ 与野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

６ 川口前川店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

７ ララガーデン春

日部店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

８ 新三郷店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

９ 柏店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

１０ アクアシティお

台場店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

１１ ピアシティ稲毛

海岸店 

平成２９年７月２８日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

１２ 八千代緑が丘店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

１３ おゆみ野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

１４ ウェルネスセン

ター東雲店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

１５ 板橋店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

１６ 日の出店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

１７ 佐久平店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 
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番号 店舗名 表示期間 屋外での散歩実施状況 

１８ 富士宮店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

１９ 浜松志都呂店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

２０ かほく店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

２１ もりの里店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

２２ 新小松店 平成２９年３月２２日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

２３ 三好店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

２４ 千種店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

２５ 常滑店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

２６ 岡崎店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

２７ 各務原店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

２８ 東員店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

２９ 大津京店 平成２９年４月１３日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

３０ イオンモールＫ

ＹＯＴＯ店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

３１ 京都桂川店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

３２ 久御山店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

３３ 橿原店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

３４ 奈良登美ヶ丘店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 
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番号 店舗名 表示期間 屋外での散歩実施状況 

３５ 大和郡山店 平成２８年９月１６日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

３６ 和歌山店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

３７ 鶴見店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

３８ 四條畷店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

３９ 堺鉄砲町店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

４０ 茨木店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

４１ 徳島店 平成２９年４月２４日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

４２ 広島宇品店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

４３ 広島祇園店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

４４ 小倉南店 平成２８年９月１５日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

４５ 香椎浜店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

４６ 福津店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

４７ 福岡伊都店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

４８ 鹿児島店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

４９ 姶良店 平成２９年４月２０日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 
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別表５ 

番号 店舗名 表示期間 屋外での散歩実施状況 

１ 青森浜田店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

２ 天童店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

３ 新潟南店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

４ 高崎店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

５ 太田店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

６ 水戸内原店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

７ ららぽーと富士

見店 

平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

８ 浦和美園店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

９ 大宮北店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

１０ 新三郷店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

１１ 柏店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

１２ アクアシティお

台場店 

平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

１３ 稲毛店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

１４ おゆみ野店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

１５ ウェルネスセン

ター東雲店 

平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

１６ 板橋小豆沢店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

１７ 西新井店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント未実施 
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番号 店舗名 表示期間 屋外での散歩実施状況 

１８ 板橋店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

１９ 東久留米店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

２０ 青梅店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

２１ 座間店 平成３０年３月１６日から 

同年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

２２ 佐久平店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

２３ 富士南店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

２４ 富士宮店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

２５ 浜松志都呂店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

２６ もりの里店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

２７ となみ店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

２８ 福井店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

２９ 三好店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

３０ 長久手店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

３１ 八事店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

３２ 千種店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

３３ 豊田店 平成２９年９月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

３４ 大高店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント未実施 
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番号 店舗名 表示期間 屋外での散歩実施状況 

３５ 東浦店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

３６ 名古屋南店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

３７ 岡崎店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

３８ 各務原店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

３９ 春日井店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

４０ 木曽川店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

４１ 桑名店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

４２ 東員店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

４３ ナゴヤドーム前

店 

平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

４４ イオンモールＫ

ＹＯＴＯ店 

平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

４５ 京都桂川店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

４６ 橿原店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

４７ 鶴見店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

４８ 大阪ドームシテ

ィ店 

平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

４９ 四條畷店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

５０ ＳＶＨ寝屋川店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

５１ ＳＶＨ東大阪店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 
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番号 店舗名 表示期間 屋外での散歩実施状況 

５２ 堺鉄砲町店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

５３ 大日店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

５４ 茨木店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

５５ 明石店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

５６ 倉敷店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

５７ 広島宇品店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

５８ 広島祇園店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

５９ 広島府中店 平成２８年７月１５日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

６０ 小倉南店 平成２８年９月１５日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

６１ 香椎浜店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 

６２ 福津店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント未実施 

６３ 福岡伊都店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

６４ 鹿児島店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未実施 
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別表６ 

番号 店舗名 課徴金対象行為をした期間 最後に取引をした日 課徴金対象期間 

１ 盛岡南店 平成３０年５月１日から 

同年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成３０年５月１日から 

平成３１年４月１２日までの間 

２ つがる柏店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

３ 名取店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

４ 天童店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

５ 水戸内原店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

６ つくば店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

７ 羽生店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

８ 熊谷店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

９ 東松山店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

１０ 浦和美園店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

１１ 与野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

１２ 北戸田店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

１３ 岩槻店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

１４ アクアシテ

ィお台場店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

１５ 市川コルト

ンプラザ店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

１６ 船橋店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

１７ 稲毛店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 
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番号 店舗名 課徴金対象行為をした期間 最後に取引をした日 課徴金対象期間 

１８ ウェルネス

センター東

雲店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

１９ 南砂店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

２０ 南砂町ＳＵ

ＮＡＭＯ店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

平成３１年３月３１日 平成２８年４月１日から 

平成３１年３月３１日までの間 

２１ 板橋小豆沢

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

２２ 亀戸店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１１日 平成２８年４月１２日から 

平成３１年４月１１日までの間 

２３ 西新井店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

２４ 青梅店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

２５ 座間店 平成３０年３月６日から 

同年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成３０年３月６日から 

平成３１年４月１２日までの間 

２６ テラスモー

ル湘南店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

２７ ららぽーと

湘南平塚店 

平成２８年９月２５日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年９月２５日から 

平成３１年４月１２日までの間 

２８ 富士南店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

２９ 浜松市野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

３０ 名古屋西店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

３１ 大高店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

３２ 常滑店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

３３ 木曽川店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

３４ 四日市北店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 
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番号 店舗名 課徴金対象行為をした期間 最後に取引をした日 課徴金対象期間 

３５ 鈴鹿店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

３６ 東員店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

３７ イオンモー

ルＫＹＯＴ

Ｏ店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

３８ 京都桂川店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

３９ 奈良登美ヶ

丘店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

４０ 大和郡山店 平成２８年９月６日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年９月６日から 

平成３１年４月１２日までの間 

４１ りんくう泉

南店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

４２ 四條畷店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

４３ ＳＶＨ東大

阪店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

４４ 堺鉄砲町店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

４５ 伊丹昆陽店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

４６ 明石店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

４７ 姫路大津店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

４８ 八幡東店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

４９ 八事店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

５０ 岡崎店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

５１ 鹿児島店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 
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別表７ 

番号 店舗名 課徴金対象行為をした期間 最後に取引をした日 課徴金対象期間 

１ 青森浜田店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月３日 平成２８年４月４日から 

平成３１年４月３日までの間 

２ 名取店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１０日 平成２８年４月１１日から 

平成３１年４月１０日までの間 

３ 天童店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月７日 平成２８年４月８日から 

平成３１年４月７日までの間 

４ 新潟南店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

５ 高崎店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

６ 太田店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月９日 平成２８年４月１０日から 

平成３１年４月９日までの間 

７ 水戸内原店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から平成

３１年４月１２日までの間 

８ 上里店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月８日 平成２８年４月９日から 

平成３１年４月８日までの間 

９ ららぽーと

富士見店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

１０ 浦和美園店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１０日 平成２８年４月１１日から 

平成３１年４月１０日までの間 

１１ 与野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１０日 平成２８年４月１１日から 

平成３１年４月１０日までの間 

１２ 川口前川店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月７日 平成２８年４月８日から 

平成３１年４月７日までの間 

１３ 大宮北店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

１４ ララガーデ

ン春日部店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

１５ 新三郷店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

１６ 柏店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

１７ アクアシテ

ィお台場店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１０日 平成２８年４月１１日から 

平成３１年４月１０日までの間 
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番号 店舗名 課徴金対象行為をした期間 最後に取引をした日 課徴金対象期間 

１８ 津田沼店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

１９ 稲毛店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月５日 平成２８年４月６日から 

平成３１年４月５日までの間 

２０ ピアシティ

稲毛海岸店 

平成２９年７月１８日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２９年７月１８日から平成

３１年４月１２日までの間 

２１ 八千代緑が

丘店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月９日 平成２８年４月１０日から 

平成３１年４月９日までの間 

２２ おゆみ野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

２３ ウェルネス

センター東

雲店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

２４ 南砂店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

２５ 南砂町ＳＵ

ＮＡＭＯ店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

平成３１年３月３０日 平成２８年４月１日から 

平成３１年３月３０日までの間 

２６ 板橋小豆沢

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１１日 平成２８年４月１２日から 

平成３１年４月１１日までの間 

２７ 西新井店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

２８ 板橋店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１１日 平成２８年４月１２日から 

平成３１年４月１１日までの間 

２９ 東久留米店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

３０ 日の出店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

３１ イオンモー

ル多摩平の

森店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

３２ 立川店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年３月２９日 平成２８年４月１日から 

平成３１年３月２９日までの間 

３３ 昭島店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月５日 平成２８年４月６日から 

平成３１年４月５日までの間 
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番号 店舗名 課徴金対象行為をした期間 最後に取引をした日 課徴金対象期間 

３４ 青梅店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

３５ 大和鶴間店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１１日 平成２８年４月１２日から 

平成３１年４月１１日までの間 

３６ 座間店 平成３０年３月６日から 

同年１０月２５日までの間 

平成３１年４月９日 平成３０年３月６日から 

平成３１年４月９日までの間 

３７ 本厚木店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１０日 平成２８年４月１１日から 

平成３１年４月１０日までの間 

３８ 秦野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１１日 平成２８年４月１２日から 

平成３１年４月１１日までの間 

３９ 佐久平店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

４０ 甲府昭和店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

４１ 富士南店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

４２ 富士宮店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月６日 平成２８年４月７日から 

平成３１年４月６日までの間 

４３ 浜松志都呂

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月６日 平成２８年４月７日から 

平成３１年４月６日までの間 

４４ かほく店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

４５ もりの里店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

４６ となみ店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１１日 平成２８年４月１２日から 

平成３１年４月１１日までの間 

４７ 金沢ベイ店 平成２９年４月１８日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２９年４月１８日から 

平成３１年４月１２日までの間 

４８ 新小松店 平成２９年３月１２日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月６日 平成２９年３月１２日から 

平成３１年４月６日までの間 

４９ 福井店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１０日 平成２８年４月１１日から 

平成３１年４月１０日までの間 

５０ 守山店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 
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番号 店舗名 課徴金対象行為をした期間 最後に取引をした日 課徴金対象期間 

５１ 三好店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１０日 平成２８年４月１１日から 

平成３１年４月１０日までの間 

５２ 長久手店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年７月１日から 

平成３１年４月１２日までの間 

５３ 八事店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月６日 平成２８年４月７日から 

平成３１年４月６日までの間 

５４ 千種店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

５５ 豊田店 平成２９年８月２１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２９年８月２１日から 

平成３１年４月１２日までの間 

５６ ｍｏｚｏワ

ンダーシテ

ィ店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月９日 平成２８年４月１０日から 

平成３１年４月９日までの間 

５７ 名古屋西店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

５８ 大高店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１１日 平成２８年４月１２日から 

平成３１年４月１１日までの間 

５９ 東浦店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月８日 平成２８年４月９日から 

平成３１年４月８日までの間 

６０ 名古屋南店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月７日 平成２８年４月８日から 

平成３１年４月７日までの間 

６１ 常滑店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年３月１５日 平成２８年４月１日から 

平成３１年３月１５日までの間 

６２ 岡崎店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月５日 平成２８年４月６日から 

平成３１年４月５日までの間 

６３ 各務原店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

６４ 大垣店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

６５ 春日井店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月３日 平成２８年４月４日から 

平成３１年４月３日までの間 

６６ 木曽川店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

６７ 小牧店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月４日 平成２８年４月５日から 

平成３１年４月４日までの間 
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番号 店舗名 課徴金対象行為をした期間 最後に取引をした日 課徴金対象期間 

６８ 四日市北店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

６９ 桑名店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

７０ 鈴鹿店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１１日 平成２８年４月１２日から 

平成３１年４月１１日までの間 

７１ 東員店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

７２ 熱田店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１１日 平成２８年４月１２日から 

平成３１年４月１１日までの間 

７３ ナゴヤドー

ム前店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

７４ 大津京店 平成２９年４月３日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２９年４月３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

７５ イオンモー

ルＫＹＯＴ

Ｏ店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

７６ 北大路ビブ

レ店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月２日 平成２８年４月３日から 

平成３１年４月２日までの間 

７７ 京都桂川店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

７８ 久御山店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

７９ 橿原店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月７日 平成２８年４月８日から 

平成３１年４月７日までの間 

８０ 奈良登美ヶ

丘店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

８１ 大和郡山店 平成２８年９月６日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１１日 平成２８年９月６日から 

平成３１年４月１１日までの間 

８２ 和歌山店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１０日 平成２８年４月１１日から 

平成３１年４月１０日までの間 

８３ 日根野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

８４ 鶴見店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

29



番号 店舗名 課徴金対象行為をした期間 最後に取引をした日 課徴金対象期間 

８５ 大阪ドーム

シティ店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

８６ 四條畷店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月５日 平成２８年４月６日から 

平成３１年４月５日までの間 

８７ ＳＶＨ寝屋

川店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１０日 平成２８年４月１１日から 

平成３１年４月１０日までの間 

８８ ＳＶＨ東大

阪店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１１日 平成２８年４月１２日から 

平成３１年４月１１日までの間 

８９ 堺鉄砲町店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

９０ 大日店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

９１ 茨木店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

９２ 明石店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月７日 平成２８年４月８日から 

平成３１年４月７日までの間 

９３ 姫路大津店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１１日 平成２８年４月１２日から 

平成３１年４月１１日までの間 

９４ 倉敷店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月９日 平成２８年４月１０日から 

平成３１年４月９日までの間 

９５ 徳島店 平成２９年４月１４日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２９年４月１４日から 

平成３１年４月１２日までの間 

９６ 広島宇品店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１１日 平成２８年４月１２日から平成

３１年４月１１日までの間 

９７ 広島祇園店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から平成

３１年４月１２日までの間 

９８ 広島府中店 平成２８年７月５日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年７月５日から 

平成３１年４月１２日までの間 

９９ 小倉南店 平成２８年９月５日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１０日 平成２８年９月５日から 

平成３１年４月１０日までの間 

１００ かすや店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月９日 平成２８年４月１０日から 

平成３１年４月９日までの間 

１０１ 香椎浜店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 
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番号 店舗名 課徴金対象行為をした期間 最後に取引をした日 課徴金対象期間 

１０２ 福津店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日までの間 

１０３ 福岡伊都店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月２日 平成２８年４月３日から 

平成３１年４月２日までの間 

１０４ 筑紫野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

平成３１年４月９日 平成２８年４月１０日から 

平成３１年４月９日までの間 

１０５ 宮崎店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

平成３１年４月１０日 平成２８年４月１１日から 

平成３１年４月１０日までの間 

１０６ 鹿児島店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１１日 平成２８年４月１２日から 

平成３１年４月１１日までの間 

１０７ 姶良店 平成２９年４月１０日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

平成３１年４月１０日 平成２９年４月１０日から 

平成３１年４月１０日までの間 
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○ 不当景品類及び不当表示防止法（抜粋）
（昭和三十七年法律第百三十四号） 

 （目的） 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を

防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限

及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 

（不当な表示の禁止） 

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当す

る表示をしてはならない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しく

は役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、

不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると

認められるもの 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しく

は類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著し

く有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者に

よる自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認

されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理

的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 

 （措置命令） 

第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行

為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われること

を防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずること

ができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に

対し、することができる。 

一 当該違反行為をした事業者 

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したと

きにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反

行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業

者 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当す

るか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定

めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場

合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該

表示は同号に該当する表示とみなす。 

（課徴金納付命令） 

第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為（同条第三号に該当する表示に係るものを除く。

以下「課徴金対象行為」という。）をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課

徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政

令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫

（参考１） 
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に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期

間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、か

つ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十

万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であるこ

と又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他

の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく

有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供

給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示す表示 

２ 前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間（課徴金対象行為をや

めた後そのやめた日から六月を経過する日（同日前に、当該事業者が当該課徴金対象行為に係

る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを

解消するための措置として内閣府令で定める措置をとつたときは、その日）までの間に当該事

業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をや

めてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるとき

は、当該期間の末日から遡つて三年間とする。）をいう。 

３ 内閣総理大臣は、第一項の規定による命令（以下「課徴金納付命令」という。）に関し、事業

者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当

該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料

の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、

同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示と推定する。 

（課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額） 

第九条 前条第一項の場合において、内閣総理大臣は、当該事業者が課徴金対象行為に該当する

事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、同項の規定により計算

した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。ただ

し、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があつたことにより当該課徴金対象行為

について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでない。 

（返金措置の実施による課徴金の額の減額等） 

第十条 第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課徴金対象期

間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特

定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る商品又

は役務の政令で定める方法により算定した購入額に百分の三を乗じて得た額以上の金銭を交付

する措置（以下この条及び次条において「返金措置」という。）を実施しようとするときは、内

閣府令で定めるところにより、その実施しようとする返金措置（以下この条において「実施予

定返金措置」という。）に関する計画（以下この条において「実施予定返金措置計画」という。）

を作成し、これを第十五条第一項に規定する弁明書の提出期限までに内閣総理大臣に提出して、

その認定を受けることができる。 

２ 実施予定返金措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 実施予定返金措置の内容及び実施期間 

二 実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知の

方法に関する事項 

三 実施予定返金措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

３ 実施予定返金措置計画には、第一項の認定の申請前に既に実施した返金措置の対象となつた

者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該申請前に

実施した返金措置に関する事項として内閣府令で定めるものを記載することができる。 

４ 第一項の認定の申請をした者は、当該申請後これに対する処分を受けるまでの間に返金措置
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を実施したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該返金措置の対象となつた

者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該返金措置

に関する事項として内閣府令で定めるものについて、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

５ 内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実施予定返金措置計画が

次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、その認定をしてはならない。 

一 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置が円滑かつ確実に実施されると見込ま

れるものであること。 

二 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置の対象となる者（当該実施予定返金措

置計画に第三項に規定する事項が記載されている場合又は前項の規定による報告がされてい

る場合にあつては、当該記載又は報告に係る返金措置が実施された者を含む。）のうち特定

の者について不当に差別的でないものであること。 

三 当該実施予定返金措置計画に記載されている第二項第一号に規定する実施期間が、当該課

徴金対象行為による一般消費者の被害の回復を促進するため相当と認められる期間として内

閣府令で定める期間内に終了するものであること。 

６ 第一項の認定を受けた者（以下この条及び次条において「認定事業者」という。）は、当該認

定に係る実施予定返金措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、

内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 

７ 第五項の規定は、前項の認定について準用する。 

８ 内閣総理大臣は、認定事業者による返金措置が第一項の認定を受けた実施予定返金措置計画

（第六項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第二項

において「認定実施予定返金措置計画」という。）に適合して実施されていないと認めるとき

は、第一項の認定（第六項の規定による変更の認定を含む。次項及び第十項ただし書において

単に「認定」という。）を取り消さなければならない。 

９ 内閣総理大臣は、認定をしたとき又は前項の規定により認定を取り消したときは、速やかに、

これらの処分の対象者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。 

１０ 内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、次条第

一項に規定する報告の期限までの間は、認定事業者に対し、課徴金の納付を命ずることができ

ない。ただし、第八項の規定により認定を取り消した場合には、この限りでない。 

第十一条 認定事業者（前条第八項の規定により同条第一項の認定（同条第六項の規定による変

更の認定を含む。）を取り消されたものを除く。第三項において同じ。）は、同条第一項の認定

後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予定

返金措置計画に記載されている同条第二項第一号に規定する実施期間の経過後一週間以内に、

内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

２ 内閣総理大臣は、第八条第一項の場合において、前項の規定による報告に基づき、前条第一

項の認定後に実施された返金措置が認定実施予定返金措置計画に適合して実施されたと認める

ときは、当該返金措置（当該認定実施予定返金措置計画に同条第三項に規定する事項が記載さ

れている場合又は同条第四項の規定による報告がされている場合にあつては、当該記載又は報

告に係る返金措置を含む。）において交付された金銭の額として内閣府令で定めるところによ

り計算した額を第八条第一項又は第九条の規定により計算した課徴金の額から減額するものと

する。この場合において、当該内閣府令で定めるところにより計算した額を当該課徴金の額か

ら減額した額が零を下回るときは、当該額は、零とする。 

３ 内閣総理大臣は、前項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満となつたときは、第八

条第一項の規定にかかわらず、認定事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。この

場合において、内閣総理大臣は、速やかに、当該認定事業者に対し、文書をもつてその旨を通

知するものとする。 

（課徴金の納付義務等） 

第十二条 課徴金納付命令を受けた者は、第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計
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算した課徴金を納付しなければならない。 

２ 第八条第一項、第九条又は前条第二項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数

があるときは、その端数は、切り捨てる。 

３～６ （省略） 

７ 課徴金対象行為をやめた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該課徴金対象行

為に係る課徴金の納付を命ずることができない。 

 （報告の徴収及び立入検査等）  

第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条第一項

の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事

業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳

簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に

関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類そ

の他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。  

２～３ （省略） 

 （権限の委任等） 

第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者庁長

官に委任する。 

２～１１ （省略） 

○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令（抜粋）

（平成二十一年政令第二百十八号） 

 （消費者庁長官に委任されない権限）  

第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一

項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第四条、第五条第三号、

第六条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第二十六条

第二項並びに同条第三項及び第四項（これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。）

の規定による権限とする。 
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景品表示法による表示規制の概要 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

○ 優良誤認表示（第５条第１号） 

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示 

○ 有利誤認表示（第５条第２号） 

商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示 

不実証広告規制（第７条第２項及び第８条第３項） 

 消費者庁長官は、商品・サービスの内容（効果、性能）に関する優良誤認表

示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表

示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 

 

○ 事業者が当該資料を提出しない場合又は提出した資料が表示の裏付けと

なる合理的な根拠を示すものと認められない場合 

 ・ 第７条第２項（措置命令関連）に基づく資料要求：不当表示とみなす。 

 ・ 第８条第３項（課徴金納付命令関連）に基づく資料要求：不当表示と推

定する。 

① 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示す表示 

① 無果汁の清涼飲料水等についての表示 

② 商品の原産国に関する不当な表示 

③ 消費者信用の融資費用に関する不当な表示 

④ 不動産のおとり広告に関する表示 

⑤ おとり広告に関する表示 

⑥ 有料老人ホームに関する不当な表示 

① 商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に

著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

○ 商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれ

があると認められ内閣総理大臣が指定する表示（第５条第３号） 

② 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違して競

業事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示 

② 商品・サービスの取引条件について、競業事業者に係るものよりも取引

の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 

景
品
表
示
法
第
５
条
（
不
当
な
表
示
の
禁
止
） 

不
当
な
表
示 

（参考２） 
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制
度
開
始
日

目 的 課
徴

金
納
付

命
令

（
第
８
条
）

・
対
象

行
為

：
優
良
誤
認
表
示
行
為
、
有
利
誤
認
表
示
行
為
を
対
象
と
す
る
。

・
課
徴

金
額
の
算
定
：
対
象
商
品
・
役
務
の
売
上
額
に
３
％
を
乗
じ
る
。

・
対
象

期
間

：
３
年
間
を
上
限
と
す
る
。

・
主
観

的
要
素

：
違
反
事
業
者
が
不
当
な
表
示
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
か
つ
、
知
ら

な
い
こ
と
に
つ
き
相
当
の
注
意
を
怠
っ
た
者
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
、
課
徴
金
を
賦
課
し
な
い
。

・
規
模

基
準

：
課
徴
金
額
が
15
0万

円
未
満

と
な
る
場
合
は
、
課
徴
金
を
賦
課
し
な
い
。

除
斥

期
間

（
第
12
条
第
７

項
）

違
反
行
為
を
や
め
た
日
か
ら
５
年
を
経

過
し
た
と
き
は
、
課
徴
金
を
賦

課
し
な
い
。

課
徴
金
対
象
行
為
該
当
事
実
の
報
告
に
よ
る
課
徴
金
額
の
減
額

（
第
９
条
）

課
徴
金
対
象
行
為
に

該
当
す
る
事
実
を
報
告
し
た
事
業
者
に
対
し
、

課
徴
金
額
の
２
分

の
１
を
減
額
す
る
。

平
成
28
年
４
月
１
日

賦
課

手
続

（
第
13
条
）

違
反
事
業
者
に
対
す
る
手

続
保
障
と
し
て
、
弁
明
の
機
会
を

付
与
す
る
。

１
：

実
施

予
定

返
金
措

置
計
画

の
作

成
・認

定

２
：

返
金

措
置

の
実

施

３
：

報
告

期
限

ま
で
に
報

告

返
金
措
置
に
お
け
る

金
銭
交
付
相
当
額
が

課
徴
金
額
以
上
の
場
合

課
徴

金
額
の

減
額

返
金
措
置
に
お
け
る

金
銭
交
付
相
当
額
が

課
徴
金
額
未
満
の
場

合

事
業

者
が

所
定

の
手

続
に

沿
っ

て
返

金
措
置
を
実

施
し

た
場
合

は
、

課
徴

金
を

命
じ
な

い
又

は
減

額
す

る
。

課
徴

金
の

納
付

を
命

じ
な
い

返
金
措
置
の
実
施
に
よ
る
課
徴
金
額
の
減
額

（
第
1
0条

・
第

11
条

）

※
返
金
措
置

＝
対
象
商
品
・
役
務
の
取
引
を
し
た
こ
と
が
特
定
さ
れ
る
一
般
消

費
者
か
ら
の
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
、
当
該
申
出
を

し
た
一
般
消
費
者
の

購
入
額
に
３
％
を
乗
じ
た
額
以
上
の
金
銭
を
交
付
す

る
措
置
。

事
業
者
は
、
実
施
予
定

返
金
措
置
計
画
に
沿
っ
て
返
金
措
置
を
実
施
す
る
。

返
金
措
置
を
実
施
し
よ
う

と
す
る
事
業
者
は
、
実
施
予
定
返
金
措
置
計
画
を
作
成

し
、

消
費
者
庁
長
官
の
認
定
を
受

け
る
。

不
実
証
広
告
規
制
に

係
る
表
示
に
つ
い
て
、
一
定
の
期
間
内
に
当
該
表
示
の
裏

付
け
と
な
る
合
理
的

な
根
拠
を
示
す
資
料
の
提
出
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
表

示
を
優
良
誤
認
表
示

と
推
定
し
て
課
徴
金
を
賦
課
す
る
。

不
当

な
表
示

に
よ

る
顧

客
の

誘
引

を
防

止
す

る
た

め
、

不
当

な
表

示
を
行

っ
た

事
業

者
に

対
す

る
課

徴
金

制
度

を
導

入
す
る
と

と
も

に
、

被
害
回

復
を

促
進

す
る

観
点
か

ら
返

金
に

よ
る
課

徴
金

額
の

減
額

等
の
措

置
を

講
ず

る
。

課
徴

金
制

度
の

概
要

 

（参考３） 
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別添１ないし別添６については、添付を省略しています。
別添 

消表対第４８７号 

令和元年８月７日 

イオンペット株式会社

代表取締役 䭜 晴芳 殿

消費者庁長官 伊藤 明子 

 （公印省略） 

不当景品類及び不当表示防止法第８条第１項の規定に基づく課徴金納付命令 

貴社は、貴社が運営する別表１「店舗名」欄記載の店舗において供給する「トリミングサー

ビス」と称する役務及び別表２「店舗名」欄記載の店舗において供給する「ホテルサービス」

と称する役務（以下これらを併せて「本件２役務」という。）の各役務の取引について、それ

ぞれ、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。以下「景品表示法」とい

う。）第５条の規定により禁止されている同条第１号に該当する不当な表示を行っていたので、

同法第８条第１項の規定に基づき、次のとおり課徴金の納付を命令する。 

主 文 

イオンペット株式会社（以下「イオンペット」という。）は、課徴金として金３２８０万円を

令和２年３月９日までに国庫に納付しなければならない。 

理 由 

１ 課徴金対象行為 

別紙記載の事実によれば、イオンペットは、自己の供給する本件２役務の各役務の取引に

関し、それぞれ、本件２役務の各役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものより

も著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ

合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたものであり、これらの表

示は、それぞれ、景品表示法第５条第１号に該当するものであって、かかる行為は、それぞ

れ、同条の規定に違反するものである。 

２ 課徴金の計算の基礎 

⑴ ア 景品表示法第８条第１項に規定する課徴金対象行為に係る役務は、本件２役務の各役

務である。 

イ(ｱ) 本件２役務の各役務について、イオンペットが前記１の課徴金対象行為をした期間

は、それぞれ、別表１及び別表２「店舗名」欄記載の各店舗について、当該表「課徴

金対象行為をした期間」欄記載の各期間である。 
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(ｲ) イオンペットは、本件２役務の各役務について、それぞれ、前記１の課徴金対象行

為をやめた後そのやめた日から６月を経過する日前の平成３１年４月１２日に、前記

１の課徴金対象行為に係る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ

合理的な選択を阻害するおそれを解消するための措置として不当景品類及び不当表示

防止法施行規則（平成２８年内閣府令第６号）第８条に規定する措置をとっていると

認められるところ、イオンペットが前記１の課徴金対象行為をやめた日から当該措置

をとった日までの間に最後に取引をした日は、それぞれ、別表１及び別表２「店舗名」

欄記載の各店舗について、当該表「最後に取引をした日」欄記載の各日である。 

(ｳ) 前記(ｱ)及び(ｲ)によれば、本件２役務の各役務について、前記１の課徴金対象行為

に係る課徴金対象期間は、景品表示法第８条第２項の規定により、それぞれ、前記(ｱ)

の課徴金対象行為をした期間に当該課徴金対象行為をやめてから前記(ｲ)の最後に取

引をした日までの期間を加えた期間（当該期間が３年を超えるときは、当該期間の末

日から遡って３年間）となるところ、それぞれ、別表１及び別表２「店舗名」欄記載

の各店舗について、当該表「課徴金対象期間」欄記載の各期間である。 

ウ 前記イ(ｳ)の課徴金対象期間に取引をした本件２役務の各役務に係るイオンペットの

売上額は、不当景品類及び不当表示防止法施行令（平成２１年政令第２１８号）第１条

の規定に基づき算定すべきところ、当該規定に基づき算定すると、それぞれ、別表３「売

上額」欄記載の額である。 

エ イオンペットは、本件２役務の各役務について、それぞれ、不当表示の防止等を図る

ための管理監督を十分に行うことなく、また、当該表示の裏付けとなる根拠を十分に確

認することなく、前記１の課徴金対象行為をしていたことから、それぞれ、当該課徴金

対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が景品表示法第８条第１項

第１号に該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠った者でな

いとは認められない。 

⑵   イオンペットは、景品表示法第９条の規定により、前記１の課徴金対象行為に該当する

事実を不当景品類及び不当表示防止法施行規則第９条に定めるところにより消費者庁長官

に報告したところ、当該報告は、当該課徴金対象行為についての調査があったことにより

当該課徴金対象行為について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものではな

い。 

⑶  前記⑴及び⑵の事実によれば、イオンペットが国庫に納付しなければならない課徴金の

額は、景品表示法第８条第１項の規定により、前記⑴ウの本件２役務の各役務の売上額に、

それぞれ、１００分の３を乗じて得た額から、同法第９条の規定により、当該額に１００

分の５０を乗じて得た額を減額し、同法第１２条第２項の規定により、１万円未満の端数

を切り捨てて算出した別表３「課徴金額」欄記載の額を合計した３２８０万円である。 

 

 よって、イオンペットに対し、景品表示法第８条第１項の規定に基づき、主文のとおり命令

する。 
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＜法律に基づく教示＞ 

１ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条第１

項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をすることができる。 

（注）行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、処分が

あったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分の日の翌日から

起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなる。 

２ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及び第

１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月

以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提起することがで

きる。 

（注１）行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、この

処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の

日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することが

できなくなる。 

（注２）行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除き、審査

請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その裁決があったこ

とを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。ただし、正当

な理由があるときを除き、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か

月以内であっても、その裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の

取消しの訴えを提起することができなくなる。 
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別表１ 

番号 店舗名 課徴金対象行為をした期間 最後に取引をした日 課徴金対象期間 

１ 盛岡南店 平成３０年５月１日から 

同年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成３０年５月１日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

２ つがる柏店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

３ 名取店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

４ 天童店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

５ 水戸内原店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

６ つくば店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

７ 羽生店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

８ 熊谷店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

９ 東松山店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

１０ 浦和美園店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

１１ 与野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 
１２ 北戸田店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 
１３ 岩槻店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

１４ アクアシ

ティお台場

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

１５ 市川コルト

ンプラザ店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 
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番号 店舗名 課徴金対象行為をした期間 最後に取引をした日 課徴金対象期間 

１６ 船橋店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

１７ 稲毛店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

１８ ウェルネス

センター東

雲店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

１９ 南砂店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

２０ 南砂町ＳＵ

ＮＡＭＯ店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日ま

での間 

平成３１年３月３１日 平成２８年４月１日から 

平成３１年３月３１日まで

の間 

２１ 板橋小豆沢

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 
２２ 亀戸店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１１日 平成２８年４月１２日から 

平成３１年４月１１日まで

の間 
２３ 西新井店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

２４ 青梅店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 
２５ 座間店 平成３０年３月６日から 

同年１０月１７日までの間 

平成３１年４月１２日 平成３０年３月６日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 
２６ テラスモー

ル湘南店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

２７ ららぽーと

湘南平塚店 

平成２８年９月２５日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年９月２５日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

２８ 富士南店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

２９ 浜松市野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

３０ 名古屋西店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 
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番号 店舗名 課徴金対象行為をした期間 最後に取引をした日 課徴金対象期間 

３１ 大高店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 
３２ 常滑店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 
３３ 木曽川店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

３４ 四日市北店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

３５ 鈴鹿店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 
３６ 東員店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 
３７ イオンモー

ルＫＹＯＴ

Ｏ店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 
３８ 京都桂川店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

３９ 奈良登美ヶ

丘店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 
４０ 大和郡山店 平成２８年９月６日から 

平成３０年１０月１８日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年９月６日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 
４１ りんくう泉

南店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

４２ 四條畷店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

４３ ＳＶＨ東大

阪店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

４４ 堺鉄砲町店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

４５ 伊丹昆陽店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 
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番号 店舗名 課徴金対象行為をした期間 最後に取引をした日 課徴金対象期間 

４６ 明石店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 
４７ 姫路大津店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 
４８ 八幡東店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

４９ 八事店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

５０ 岡崎店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

５１ 鹿児島店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 
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別表２ 

番号 店舗名 課徴金対象行為をした期間 最後に取引をした日 課徴金対象期間 

１ 青森浜田

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月３日 平成２８年４月４日から 

平成３１年４月３日までの

間 

２ 名取店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１０日 平成２８年４月１１日から 

平成３１年４月１０日まで

の間 

３ 天童店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月７日 平成２８年４月８日から 

平成３１年４月７日までの

間 

４ 新潟南店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

５ 高崎店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

６ 太田店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月９日 平成２８年４月１０日から 

平成３１年４月９日までの

間 

７ 水戸内原

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から

平成３１年４月１２日まで

の間 

８ 上里店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月８日 平成２８年４月９日から 

平成３１年４月８日までの

間 

９ ららぽー

と富士見

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

１０ 浦和美園

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１０日 平成２８年４月１１日から 

平成３１年４月１０日まで

の間 

１１ 与野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１０日 平成２８年４月１１日から 

平成３１年４月１０日まで

の間 

１２ 川口前川

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月７日 平成２８年４月８日から 

平成３１年４月７日までの

間 

１３ 大宮北店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

１４ ララガー

デン春日

部店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

１５ 新三郷店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

8



番号 店舗名 課徴金対象行為をした期間 最後に取引をした日 課徴金対象期間 

１６ 柏店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

１７ アクアシ

ティお台

場店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１０日 平成２８年４月１１日から 

平成３１年４月１０日まで

の間 

１８ 津田沼店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

１９ 稲毛店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月５日 平成２８年４月６日から 

平成３１年４月５日までの

間 

２０ ピアシ

ティ稲毛

海岸店 

平成２９年７月１８日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２９年７月１８日から

平成３１年４月１２日まで

の間 

２１ 八千代緑

が丘店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月９日 平成２８年４月１０日から 

平成３１年４月９日までの

間 

２２ おゆみ野

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

２３ ウェルネ

スセン

ター東雲

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

２４ 南砂店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

２５ 南砂町Ｓ

ＵＮＡＭ

Ｏ店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日ま

での間 

平成３１年３月３０日 平成２８年４月１日から 

平成３１年３月３０日まで

の間 

２６ 板橋小豆

沢店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１１日 平成２８年４月１２日から 

平成３１年４月１１日まで

の間 

２７ 西新井店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

２８ 板橋店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１１日 平成２８年４月１２日から 

平成３１年４月１１日まで

の間 

２９ 東久留米

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

３０ 日の出店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 
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番号 店舗名 課徴金対象行為をした期間 最後に取引をした日 課徴金対象期間 

３１ イオン

モール多

摩平の森

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

３２ 立川店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年３月２９日 平成２８年４月１日から 

平成３１年３月２９日まで

の間 

３３ 昭島店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月５日 平成２８年４月６日から 

平成３１年４月５日までの

間 

３４ 青梅店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

３５ 大和鶴間

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１１日 平成２８年４月１２日から 

平成３１年４月１１日まで

の間 

３６ 座間店 平成３０年３月６日から 

同年１０月２５日までの間 

平成３１年４月９日 平成３０年３月６日から 

平成３１年４月９日までの

間 

３７ 本厚木店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１０日 平成２８年４月１１日から 

平成３１年４月１０日まで

の間 

３８ 秦野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１１日 平成２８年４月１２日から 

平成３１年４月１１日まで

の間 

３９ 佐久平店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

４０ 甲府昭和

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

４１ 富士南店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

４２ 富士宮店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月６日 平成２８年４月７日から 

平成３１年４月６日までの

間 

４３ 浜松志都

呂店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月６日 平成２８年４月７日から 

平成３１年４月６日までの

間 

４４ かほく店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

４５ もりの里

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 
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番号 店舗名 課徴金対象行為をした期間 最後に取引をした日 課徴金対象期間 

４６ となみ店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１１日 平成２８年４月１２日から 

平成３１年４月１１日まで

の間 

４７ 金沢ベイ

店 

平成２９年４月１８日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２９年４月１８日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

４８ 新小松店 平成２９年３月１２日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月６日 平成２９年３月１２日から 

平成３１年４月６日までの

間 

４９ 福井店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１０日 平成２８年４月１１日から 

平成３１年４月１０日まで

の間 

５０ 守山店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

５１ 三好店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１０日 平成２８年４月１１日から 

平成３１年４月１０日まで

の間 

５２ 長久手店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年７月１日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

５３ 八事店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月６日 平成２８年４月７日から 

平成３１年４月６日までの

間 

５４ 千種店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

５５ 豊田店 平成２９年８月２１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２９年８月２１日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

５６ ｍｏｚｏ

ワンダー

シティ店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月９日 平成２８年４月１０日から 

平成３１年４月９日までの

間 

５７ 名古屋西

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

５８ 大高店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１１日 平成２８年４月１２日から 

平成３１年４月１１日まで

の間 

５９ 東浦店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月８日 平成２８年４月９日から 

平成３１年４月８日までの

間 

６０ 名古屋南

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月７日 平成２８年４月８日から 

平成３１年４月７日までの

間 

11



番号 店舗名 課徴金対象行為をした期間 最後に取引をした日 課徴金対象期間 

６１ 常滑店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年３月１５日 平成２８年４月１日から 

平成３１年３月１５日まで

の間 

６２ 岡崎店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月５日 平成２８年４月６日から 

平成３１年４月５日までの

間 

６３ 各務原店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

６４ 大垣店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

６５ 春日井店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月３日 平成２８年４月４日から 

平成３１年４月３日までの

間 

６６ 木曽川店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

６７ 小牧店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月４日 平成２８年４月５日から 

平成３１年４月４日までの

間 

６８ 四日市北

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

６９ 桑名店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

７０ 鈴鹿店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１１日 平成２８年４月１２日から 

平成３１年４月１１日まで

の間 

７１ 東員店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

７２ 熱田店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１１日 平成２８年４月１２日から 

平成３１年４月１１日まで

の間 

７３ ナゴヤ

ドーム前

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

７４ 大津京店 平成２９年４月３日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２９年４月３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

７５ イオン

モールＫ

ＹＯＴＯ

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 
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番号 店舗名 課徴金対象行為をした期間 最後に取引をした日 課徴金対象期間 

７６ 北大路ビ

ブレ店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月２日 平成２８年４月３日から 

平成３１年４月２日までの

間 

７７ 京都桂川

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

７８ 久御山店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

７９ 橿原店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月７日 平成２８年４月８日から 

平成３１年４月７日までの

間 

８０ 奈良登

美ヶ丘店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

８１ 大和郡山

店 

平成２８年９月６日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１１日 平成２８年９月６日から 

平成３１年４月１１日まで

の間 

８２ 和歌山店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１０日 平成２８年４月１１日から 

平成３１年４月１０日まで

の間 

８３ 日根野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

８４ 鶴見店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

８５ 大阪ドー

ムシティ

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

８６ 四條畷店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月５日 平成２８年４月６日から 

平成３１年４月５日までの

間 

８７ ＳＶＨ寝

屋川店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１０日 平成２８年４月１１日から 

平成３１年４月１０日まで

の間 

８８ ＳＶＨ東

大阪店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１１日 平成２８年４月１２日から 

平成３１年４月１１日まで

の間 

８９ 堺鉄砲町

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

９０ 大日店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 
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番号 店舗名 課徴金対象行為をした期間 最後に取引をした日 課徴金対象期間 

９１ 茨木店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

９２ 明石店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月７日 平成２８年４月８日から 

平成３１年４月７日までの

間 

９３ 姫路大津

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月１１日 平成２８年４月１２日から 

平成３１年４月１１日まで

の間 

９４ 倉敷店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月９日 平成２８年４月１０日から 

平成３１年４月９日までの

間 

９５ 徳島店 平成２９年４月１４日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２９年４月１４日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

９６ 広島宇品

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１１日 平成２８年４月１２日から

平成３１年４月１１日まで

の間 

９７ 広島祇園

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から

平成３１年４月１２日まで

の間 

９８ 広島府中

店 

平成２８年７月５日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年７月５日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

９９ 小倉南店 平成２８年９月５日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１０日 平成２８年９月５日から 

平成３１年４月１０日まで

の間 

１００ かすや店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月９日 平成２８年４月１０日から 

平成３１年４月９日までの

間 

１０１ 香椎浜店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

１０２ 福津店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１２日 平成２８年４月１３日から 

平成３１年４月１２日まで

の間 

１０３ 福岡伊都

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月２日 平成２８年４月３日から 

平成３１年４月２日までの

間 

１０４ 筑紫野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日ま

での間 

平成３１年４月９日 平成２８年４月１０日から 

平成３１年４月９日までの

間 

１０５ 宮崎店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日ま

での間 

平成３１年４月１０日 平成２８年４月１１日から 

平成３１年４月１０日まで

の間 
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番号 店舗名 課徴金対象行為をした期間 最後に取引をした日 課徴金対象期間 

１０６ 鹿児島店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１１日 平成２８年４月１２日から 

平成３１年４月１１日まで

の間 

１０７ 姶良店 平成２９年４月１０日から 

平成３０年１０月２５日ま

での間 

平成３１年４月１０日 平成２９年４月１０日から 

平成３１年４月１０日まで

の間 
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別表３ 

役務名 売上額 課徴金額 

「トリミングサービス」と称

する役務 
1,764,682,395 円 26,470,000 円 

「ホテルサービス」と称する

役務 
422,226,020 円 6,330,000 円 
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別紙 

 

消費者庁長官が認定した事実は、次のとおりである。 

１ イオンペット株式会社（以下「イオンペット」という。）は、千葉県市川市南八幡四丁目

１７番８号に本店を置き、ペットのトリミング、ホテル事業等を営む事業者である。 

２ イオンペットは、自ら運営する店舗において、「トリミングサービス」と称する役務（以

下「トリミングサービス」という。）及び「ホテルサービス」と称する役務（以下「ホテル

サービス」という。）（以下これらを併せて「本件２役務」という。）の各役務を一般消費

者に提供している。 

３ イオンペットは、本件２役務の各役務に係るポスター、チラシ、自社ウェブサイト及び「Ｐ

ＯＰ」と称する店頭表示物（以下「ＰＯＰ」という。）の表示内容を自ら決定している。 

４⑴ア イオンペットは、トリミングサービスを一般消費者に提供するに当たり 

(ｱ) 別表１「表示期間」欄記載の期間に、同表「店舗名」欄記載の店舗に係る同表「表

示媒体」欄記載の表示媒体（別添１）において、「当店では全てのトリミングコース

に炭酸泉シャワーを使用しております。」と記載することにより 

(ｲ) 別表２「表示期間」欄記載の期間に、同表「店舗名」欄記載の店舗で掲示又は提示

していたＰＯＰ（別添２）において、「当店のシャワーは炭酸泉を使用しています。」

と記載することにより 

あたかも、トリミングサービスで使用しているシャワーには、炭酸泉を使用しているか

のように示す表示をしていた。 

イ 実際には、トリミングサービスで使用しているシャワーについて、別表１及び別表２

「炭酸泉使用状況」欄記載のとおり、全く又は一定の割合で、炭酸泉を使用していなかっ

た。 

 ⑵ア イオンペットは、ホテルサービスを一般消費者に提供するに当たり 

(ｱ) 別表３「表示期間」欄記載の期間に、同表「店舗名」欄記載の店舗で掲示していた

ポスター及び同店舗で配布していたチラシ並びに同店舗に係る自社ウェブサイト（別

添１又は別添３）において、「お散歩朝夕２回」と記載することにより 

(ｲ) 別表４「表示期間」欄記載の期間に、同表「店舗名」欄記載の店舗で掲示していた

ポスター（別添４）において、「お散歩１日２回」及び「夕方のお散歩」と記載する

とともに、犬を外で散歩させる写真を掲載することにより 

(ｳ) 別表５「表示期間」欄記載の期間に、同表「店舗名」欄記載の店舗で掲示していた

ポスター（別添５）において、「お散歩朝夕２回」と記載することにより 

(ｴ) 平成２８年４月１日から平成３０年１０月２５日までの間に、自社ウェブサイト（別

添６）において、「夕方のお散歩」と記載するとともに、犬を外で散歩させる写真を

掲載することにより 

あたかも、ホテルサービスで提供する散歩は、屋外で実施されているかのように示す表

示をしていた。 
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イ 実際には、ホテルサービスで提供する散歩は、別表３ないし別表５「屋外での散歩実

施状況」欄記載のとおり、全く又は一定の割合で、屋外で実施されていなかった。 
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別表１ 

番号 店舗名 表示期間 炭酸泉使用状況 表示媒体 

１ 盛岡南店 平成３０年５月１日から 

同年１０月１７日までの間 

未使用 自社ウェブサ

イト

２ つがる柏店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間

未使用 自社ウェブサ

イト

３ 名取店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間

未使用 自社ウェブサ

イト

４ 天童店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間

未使用 自社ウェブサ

イト

５ 水戸内原店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間

未使用 自社ウェブサ

イト

６ つくば店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間

未使用 自社ウェブサ

イト

７ 羽生店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間

２１～５０パー

セント未使用

ポスター、チ

ラシ、自社ウ

ェブサイト 

８ 熊谷店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間

未使用 自社ウェブサ

イト

９ 東松山店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間

８１～９９パー

セント未使用

ポスター、チ

ラシ、自社ウ

ェブサイト 

１０ 浦和美園店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間

１～２０パーセ

ント未使用

自社ウェブサ

イト

１１ 与野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間

１～２０パーセ

ント未使用

ポスター、チ

ラシ、自社ウ

ェブサイト

１２ 北戸田店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間

２１～５０パー

セント未使用

ポスター、チ

ラシ、自社ウ

ェブサイト

１３ 岩槻店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間

１～２０パーセ

ント未使用

チラシ、自社

ウェブサイト

１４ アクアシティお

台場店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間

１～２０パーセ

ント未使用

ポスター、チ

ラシ

１５ 市川コルトンプ

ラザ店

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

８１～９９パー

セント未使用

ポスター、チ

ラシ
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番号 店舗名 表示期間 炭酸泉使用状況 表示媒体 

１６ 船橋店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 
未使用 ポスター、チ

ラシ 

１７ 稲毛店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 
未使用 自社ウェブサ

イト 

１８ ウェルネスセン

ター東雲店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
未使用 自社ウェブサ

イト 

１９ 南砂店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 
２１～５０パー

セント未使用 

ポスター、チ

ラシ、自社ウ

ェブサイト 

２０ 南砂町ＳＵＮＡ

ＭＯ店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 
未使用 自社ウェブサ

イト 

２１ 板橋小豆沢店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 
５１～８０パー

セント未使用 

ポスター、チ

ラシ、自社ウ

ェブサイト 
２２ 亀戸店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～２０パーセ

ント未使用 

ポスター、チ

ラシ、自社ウ

ェブサイト 
２３ 西新井店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
未使用 自社ウェブサ

イト 

２４ 青梅店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～２０パーセ

ント未使用 
ポスター、チ

ラシ 
２５ 座間店 平成３０年３月６日から 

同年１０月１７日までの間 

１～２０パーセ

ント未使用 
ポスター、チ

ラシ 
２６ テラスモール湘

南店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～２０パーセ

ント未使用 
自社ウェブサ

イト 

２７ ららぽーと湘南

平塚店 

平成２８年９月２５日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

２１～５０パー

セント未使用 

自社ウェブサ

イト 

２８ 富士南店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
未使用 自社ウェブサ

イト 

２９ 浜松市野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
２１～５０パー

セント未使用 

ポスター、チ

ラシ 

３０ 名古屋西店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
未使用 ポスター、チ

ラシ、自社ウ

ェブサイト 
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番号 店舗名 表示期間 炭酸泉使用状況 表示媒体 

３１ 大高店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～２０パーセ

ント未使用 
ポスター、チ

ラシ、自社ウ

ェブサイト 
３２ 常滑店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～２０パーセ

ント未使用 
ポスター、チ

ラシ、自社ウ

ェブサイト 
３３ 木曽川店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
未使用 自社ウェブサ

イト 

３４ 四日市北店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
未使用 自社ウェブサ

イト 

３５ 鈴鹿店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
８１～９９パー

セント未使用 

ポスター、チ

ラシ、自社ウ

ェブサイト 
３６ 東員店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
５１～８０パー

セント未使用 

ポスター、チ

ラシ、自社ウ

ェブサイト 
３７ イオンモールＫ

ＹＯＴＯ店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
２１～５０パー

セント未使用 

ポスター、チ

ラシ、自社ウ

ェブサイト 
３８ 京都桂川店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～２０パーセ

ント未使用 

自社ウェブサ

イト 

３９ 奈良登美ヶ丘店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
８１～９９パー

セント未使用 

ポスター、チ

ラシ、自社ウ

ェブサイト 
４０ 大和郡山店 平成２８年９月６日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

１～２０パーセ

ント未使用 

ポスター、チ

ラシ、自社ウ

ェブサイト 
４１ りんくう泉南店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

８１～９９パー

セント未使用 

自社ウェブサ

イト 

４２ 四條畷店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～２０パーセ

ント未使用 

ポスター、チ

ラシ、自社ウ

ェブサイト 

４３ ＳＶＨ東大阪店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未使用 自社ウェブサ

イト 
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番号 店舗名 表示期間 炭酸泉使用状況 表示媒体 

４４ 堺鉄砲町店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～２０パーセ

ント未使用 

ポスター、チ

ラシ、自社ウ

ェブサイト 

４５ 伊丹昆陽店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

未使用 自社ウェブサ

イト 

４６ 明石店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

１～２０パーセ

ント未使用 
ポスター、チ

ラシ、自社ウ

ェブサイト 
４７ 姫路大津店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～２０パーセ

ント未使用 
ポスター、チ

ラシ、自社ウ

ェブサイト 
４８ 八幡東店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 

１～２０パーセ

ント未使用 
自社ウェブサ

イト 
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別表２ 
番号 店舗名 表示期間 炭酸泉使用状況 

１ ウェルネスセンター

東雲店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
未使用 

２ 浜松市野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
２１～５０パーセント未

使用 

３ 八事店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
８１～９９パーセント未

使用 

４ 岡崎店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
２１～５０パーセント未

使用 

５ 東員店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
５１～８０パーセント未

使用 

６ 京都桂川店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～２０パーセント未使

用 

７ 四條畷店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～２０パーセント未使

用 

８ 鹿児島店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
８１～９９パーセント未

使用 
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別表３ 
番号 店舗名 表示期間 屋外での散歩実施状況 

１ 青森浜田店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
未実施 

２ 名取店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

３ 天童店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

４ 新潟南店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

５ 高崎店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

６ 太田店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

７ 水戸内原店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

８ 上里店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

９ ららぽーと富士見店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
５０～７９パーセント

未実施 

１０ 浦和美園店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

１１ 与野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
５０～７９パーセント

未実施 

１２ 川口前川店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

１３ 大宮北店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
５０～７９パーセント

未実施 

１４ ララガーデン春日部

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

１５ 新三郷店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
５０～７９パーセント

未実施 

１６ 柏店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
５０～７９パーセント

未実施 

１７ アクアシティお台場

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 
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番号 店舗名 表示期間 屋外での散歩実施状況 

１８ 津田沼店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

１９ 稲毛店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

２０ ピアシティ稲毛海岸

店 

平成２９年７月１８日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

５０～７９パーセント

未実施 

２１ 八千代緑が丘店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

２２ おゆみ野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

２３ ウェルネスセンター

東雲店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
５０～７９パーセント

未実施 

２４ 南砂店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

２５ 南砂町ＳＵＮＡＭＯ

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 
５０～７９パーセント

未実施 

２６ 板橋小豆沢店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

２７ 西新井店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
５０～７９パーセント

未実施 

２８ 板橋店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 
未実施 

２９ 東久留米店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

３０ 日の出店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

３１ イオンモール多摩平

の森店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

３２ 立川店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

３３ 昭島店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

３４ 青梅店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 
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番号 店舗名 表示期間 屋外での散歩実施状況 

３５ 大和鶴間店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

３６ 座間店 平成３０年３月６日から 

同年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

３７ 本厚木店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
２０～４９パーセント

未実施 

３８ 秦野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
未実施 

３９ 佐久平店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

４０ 甲府昭和店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

４１ 富士南店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

４２ 富士宮店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
未実施 

４３ 浜松志都呂店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

４４ かほく店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
５０～７９パーセント

未実施 

４５ もりの里店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

４６ となみ店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

４７ 金沢ベイ店 平成２９年４月１８日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

４８ 新小松店 平成２９年３月１２日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未実施 

４９ 福井店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

５０ 守山店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
５０～７９パーセント

未実施 

５１ 三好店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
未実施 
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番号 店舗名 表示期間 屋外での散歩実施状況 

５２ 長久手店 平成２８年１１月２６日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

５３ 八事店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
未実施 

５４ 千種店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
５０～７９パーセント

未実施 

５５ 豊田店 平成２９年８月２１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
未実施 

５６ ｍｏｚｏワンダーシ

ティ店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
未実施 

５７ 名古屋西店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

５８ 大高店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
５０～７９パーセント

未実施 

５９ 東浦店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

６０ 名古屋南店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

６１ 常滑店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

５０～７９パーセント

未実施 

６２ 岡崎店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
未実施 

６３ 各務原店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

６４ 大垣店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

６５ 春日井店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
５０～７９パーセント

未実施 

６６ 木曽川店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未実施 

６７ 小牧店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

６８ 四日市北店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
５０～７９パーセント

未実施 
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番号 店舗名 表示期間 屋外での散歩実施状況 

６９ 桑名店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

７０ 鈴鹿店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
未実施 

７１ 東員店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

７２ 熱田店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
未実施 

７３ ナゴヤドーム前店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

７４ 大津京店 平成２９年４月３日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
未実施 

７５ イオンモールＫＹＯ

ＴＯ店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

７６ 北大路ビブレ店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
未実施 

７７ 京都桂川店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
未実施 

７８ 久御山店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

７９ 橿原店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
５０～７９パーセント

未実施 

８０ 奈良登美ヶ丘店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

８１ 大和郡山店 平成２８年９月６日から 

平成３０年１０月１８日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

８２ 和歌山店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

８３ 日根野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
５０～７９パーセント

未実施 

８４ 鶴見店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
未実施 

８５ 大阪ドームシティ店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 
５０～７９パーセント

未実施 
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番号 店舗名 表示期間 屋外での散歩実施状況 

８６ 四條畷店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
未実施 

８７ ＳＶＨ寝屋川店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

８８ ＳＶＨ東大阪店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

８９ 堺鉄砲町店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
未実施 

９０ 大日店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 
未実施 

９１ 茨木店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 
５０～７９パーセント

未実施 

９２ 明石店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

９３ 姫路大津店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

９４ 倉敷店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
未実施 

９５ 徳島店 平成２９年４月１４日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
未実施 

９６ 広島宇品店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

９７ 広島祇園店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
未実施 

９８ 広島府中店 平成２８年７月５日から 

平成３０年１０月１７日までの間 

未実施 

９９ 小倉南店 平成２８年９月５日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
５０～７９パーセント

未実施 

１００ かすや店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

１０１ 香椎浜店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

１０２ 福津店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
５０～７９パーセント

未実施 
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番号 店舗名 表示期間 屋外での散歩実施状況 

１０３ 福岡伊都店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
未実施 

１０４ 筑紫野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１７日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

１０５ 宮崎店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 
未実施 

１０６ 鹿児島店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月１８日までの間 
１～１９パーセント未

実施 

１０７ 姶良店 平成２９年４月１０日から 

平成３０年１０月１８日までの間 
未実施 
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別表４ 
番号 店舗名 表示期間 屋外での散歩実施状況 

１ 天童店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

２ 太田店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

３ 水戸内原店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

４ 上里店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

５ 与野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント

未実施 

６ 川口前川店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

７ ララガーデン春日部

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

８ 新三郷店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント

未実施 

９ 柏店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント

未実施 

１０ アクアシティお台場

店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

１１ ピアシティ稲毛海岸

店 

平成２９年７月２８日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント

未実施 

１２ 八千代緑が丘店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

１３ おゆみ野店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

１４ ウェルネスセンター

東雲店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント

未実施 

１５ 板橋店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

１６ 日の出店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

１７ 佐久平店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

31



番号 店舗名 表示期間 屋外での散歩実施状況 

１８ 富士宮店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

１９ 浜松志都呂店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

２０ かほく店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント

未実施 

２１ もりの里店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

２２ 新小松店 平成２９年３月２２日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

２３ 三好店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

２４ 千種店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント

未実施 

２５ 常滑店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント

未実施 

２６ 岡崎店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

２７ 各務原店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

２８ 東員店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

２９ 大津京店 平成２９年４月１３日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

３０ イオンモールＫＹＯ

ＴＯ店 

平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

３１ 京都桂川店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

３２ 久御山店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

３３ 橿原店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント

未実施 

３４ 奈良登美ヶ丘店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 
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番号 店舗名 表示期間 屋外での散歩実施状況 

３５ 大和郡山店 平成２８年９月１６日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

３６ 和歌山店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

３７ 鶴見店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

３８ 四條畷店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

３９ 堺鉄砲町店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

４０ 茨木店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント

未実施 

４１ 徳島店 平成２９年４月２４日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

４２ 広島宇品店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

４３ 広島祇園店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

４４ 小倉南店 平成２８年９月１５日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント

未実施 

４５ 香椎浜店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

４６ 福津店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント

未実施 

４７ 福岡伊都店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

４８ 鹿児島店 平成２８年４月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

４９ 姶良店 平成２９年４月２０日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 
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別表５ 
番号 店舗名 表示期間 屋外での散歩実施状況 

１ 青森浜田店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

２ 天童店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

３ 新潟南店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

４ 高崎店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

５ 太田店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

６ 水戸内原店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

７ ららぽーと富士見店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント

未実施 

８ 浦和美園店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

９ 大宮北店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント

未実施 

１０ 新三郷店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント

未実施 

１１ 柏店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント

未実施 

１２ アクアシティお台場

店 

平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

１３ 稲毛店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

１４ おゆみ野店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

１５ ウェルネスセンター

東雲店 

平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント

未実施 

１６ 板橋小豆沢店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

１７ 西新井店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント

未実施 
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番号 店舗名 表示期間 屋外での散歩実施状況 

１８ 板橋店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

１９ 東久留米店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

２０ 青梅店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

２１ 座間店 平成３０年３月１６日から 

同年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

２２ 佐久平店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

２３ 富士南店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

２４ 富士宮店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

２５ 浜松志都呂店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

２６ もりの里店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

２７ となみ店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

２８ 福井店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

２９ 三好店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

３０ 長久手店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

３１ 八事店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

３２ 千種店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント

未実施 

３３ 豊田店 平成２９年９月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

３４ 大高店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント

未実施 
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３５ 東浦店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

３６ 名古屋南店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

３７ 岡崎店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

３８ 各務原店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

３９ 春日井店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント

未実施 

４０ 木曽川店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

４１ 桑名店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

４２ 東員店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

４３ ナゴヤドーム前店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

４４ イオンモールＫＹＯ

ＴＯ店 

平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

４５ 京都桂川店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

４６ 橿原店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント

未実施 

４７ 鶴見店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

４８ 大阪ドームシティ店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント

未実施 

４９ 四條畷店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

５０ ＳＶＨ寝屋川店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

５１ ＳＶＨ東大阪店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 
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５２ 堺鉄砲町店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

５３ 大日店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

５４ 茨木店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント

未実施 

５５ 明石店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

５６ 倉敷店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

５７ 広島宇品店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

５８ 広島祇園店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

５９ 広島府中店 平成２８年７月１５日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

６０ 小倉南店 平成２８年９月１５日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント

未実施 

６１ 香椎浜店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 

６２ 福津店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

５０～７９パーセント

未実施 

６３ 福岡伊都店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

未実施 

６４ 鹿児島店 平成２８年７月１日から 

平成３０年１０月２５日までの間 

１～１９パーセント未

実施 
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